
メール＆ウェブサービス利用規約 
 

 
第 1 章 総 則 

 

（利用規約の適用） 

第１条 株式会社ネット・コミュニ

ケーションズ（以下、「当社」とい

います。）は、メール＆ウェブサー

ビス利用規約（以下、「利用規約」

といいます。）を定め、この利用規

約に基づきメール＆ウェブサービ

ス（以下、「本サービス」といいま

す。）を提供します。 

２ 契約者は利用規約を遵守して、

本サービスを受けるものとします。 

 

（利用規約の変更） 

第２条 当社は、この利用規約を契

約者の承諾なくして変更・改訂でき

るものとします。当該変更・改訂は、

当該当社サービスサイト上に公開

するものとします。この場合の料金

その他の提供条件は、変更後の利用

規約によります。 

 

（サービスの提供区域） 

第３条 本サービスの提供区域は

日本国内とします。  

 

（サービスの種別と料金） 

第４条 当社が提供する本サービ

スの種別と料金は、当該サービスサ

イト上に掲載します。なお、当社は、

当該サービスサイト上の種別また

は料金表ならびにインフォメーシ

ョンのページにて予め告知するこ

とにより、種別、価格を変更できる

ものとします。 

 

（サービスの終了） 

第５条 当社は、本サービスを終了

することがあります。 

２ 本サービスを終了するときは、

終了する３ケ月前までにその旨を

通知あるいは告知します。 

 

 

第２章 契 約 

 

（契約の単位） 

第６条 契約者が本サービスの複

数の種別を利用する場合には、個々

にサービス利用契約を締結するも

のとします。 

２  当社は、本規約の他、必要に応

じて特約を定めることがあります。

この場合、契約者は本規約とともに

特約を遵守するものとします。 

 

（契約期間） 

第７条 本サービスの契約期間は

第 12 条（契約の成立）第１項に定

める利用開始日から起算して１か

年以上とします。 

 

（サービスの提供条件） 

第８条 当社は利用契約ごとにサ

ービス種別固有のＩＤ及びパスワ

ードを定めます。 

２ 契約者は、使用する１つ以上の

ドメイン名を当社に申し出ていた

だきます。契約者は申し出たドメイ

ン名を使用して本サービスを利用

するものとします。 

３ 前項に拘わらず、契約者からの

申請があった場合、当社は別に１つ

のサブドメイン名を指定し、契約者

はそのサブドメイン名を使用する

ことができます。 

４ 契約者は第１項及び第２項並

びに前項のＩＤ及びパスワード並

びにドメイン名を厳重に管理する

ものとし、これらの不正使用により

当社あるいは第三者に損害を与え

ることのないように万全の配慮を

講じるものとします。また、契約者

は不正使用に起因するすべての損

害について責任を負うものとしま

す。契約者は、ＩＤ及びパスワード

並びにドメイン名が第三者によっ

て不正に使用されたことが判明し

た場合には、直ちに当社にその旨を

連絡するものとします。  

 

（権利の譲渡等の制限） 

第９条 本サービスの提供を受け

る権利等利用契約上の権利を、当社

の承認なく、他に譲渡、貸与、質入

れ等の行為をすることはできませ

ん。  

 

（非常事態時の利用の制限） 

第 10 条 当社は、天災、事変その

他の非常事態が発生し、または発生

するおそれがあるときは、本サービ

スの全部または一部を停止または

中止する措置をとることがありま

す。 

２ 当社は前項に基づく本サービ

スの停止または中止によって生じ

た契約者の損害につき一切責任を

負いません。 

 

（契約申込） 

第 11 条 当社所定のサービス申込

書（契約書）を提出することによっ

て申し込むものとします。 

２ 契約の申込において、本人確認

のための資料を提出していただく

ことがあります。 

 

（契約の成立） 

第 12 条 当社がサービス利用の申

込を承諾した場合は、利用開始日を

記載した書面により通知します。利

用契約はこの利用開始日に成立し

ます。 

２ 当社は、次の場合にはサービス

利用の申込を承諾しないことがあ

ります。 

(1) 本サービスの申込をした者

が第 27 条（サービスの停

止）第１項各号のいずれか

に該当するとき 

(2) 本サービスの申込をした者

が過去において第 27 条（サ

ービスの停止）第１項各号

のいずれかに該当したとき 

(3) 契約申込書に虚偽の事実を

記載したとき 

(4) 前各号のほか、当社の業務

遂行上支障があるとき 

３ 当社が申込を承諾しない場合

には、当社は申込者に対しその旨を

通知します。 

 

（サービス内容の変更） 

第 13 条 契約者が、本サービス内

容の変更を希望する場合は、当社が

別途定める方法により変更を申込

むものとします。 

２ 前項の申込を承諾した場合は、

当社は契約者に対しその旨を通知

します。 

３ 第１項の申込があった場合に、

技術的に困難であるなど当社の業

務遂行上支障があるときは当社は

申込を承諾しないことがあります。

この場合は契約者にその旨を通知

します。 

 

（契約者の名称等の変更） 

第 14 条 契約者は、住所、電話番

号、その他、以下の各号に変更があ

ったときは、そのことをすみやかに

当社に届け出るものとします。 

 (1) 名称又は氏名  

 (2) 住所又は居所  

 (3) 当社に届け出た請求書送付

先に関する事項 

２ 前項の届け出があったときは、

当社はその届け出のあった事実を

証明する書類を提出していただく

ことがあります。 

 

（契約者の地位の承継） 

第 15 条 契約者である法人が合併

したとき、契約者はその旨をただち

に当社に書面で通知するものとし、

当社はその通知受領後 14 日以内に、

当該承継法人に書面により通知を

して利用契約を解除することがで

きるものとします。当社が解除しな

かった場合、承継した法人は利用契

約に基づく一切の債務を承継する

ものとします。 

２ 契約者が個人である場合は、個

人が死亡したとき利用契約は終了

します。 

 

 



（契約者が行う利用契約の解除） 

第 16 条 契約者は、利用契約を解

除するときは、当社に対し解除の日

の１か月前までに解除の旨及び解

除するサービスなどを当社が別途

定める書面により通知するものと

します。この場合において、通知が

あった日から当該通知において解

除の日とされた日までの期間が１

か月未満であるときは、解除の効力

は当該通知があった日から１か月

を経過する末日に生じるものとし

ます。 

 

（当社が行う利用契約の解除） 

第 17 条 当社は、次に揚げる事由

があるときは、利用契約を解除する

ことができるものとします。 

(1) 第 27 条（サービスの停

止）第１項に基づき当社

が本サービスの提供を停

止した場合、停止の日か

ら 14 日以内に停止の原

因となった事由が解消さ

れないとき 

(2) 第 27 条（サービスの停

止）第１項各号のいずれ

かの事由があり、本サー

ビスの提供に著しく支障

を及ぼすおそれがあると

認められるとき 

 

（解約時のデータ等削除） 

第 18 条 契約者が第 16 条（契約者

が行う利用契約の解除）または第

17 条（当社が行う利用契約の解除）

により、本サービスを解除された場

合、当社は、サーバ内の契約ディレ

クトリ内及び契約者に関連するデ

ータ、ソフトウェア等を削除します。

これにより契約者の直接あるいは

間接の損害等に対して、当社は如何

なる責任も負わないものとします。 

 

 

第３章 サービス 

 

（共用サーバ） 

第 19 条 当社が契約者に提供する

サーバは、別に定める場合を除き、

一台のサーバを他の複数の利用者

と共同で利用する形態をとるもの

とします。 

 

（サポート） 

第 20 条 当社は、本規約に基づい

て提供する本サービスに関する契

約者からの問い合わせに対して、当

社の定める内容、方法に従い、これ

に回答するサポートを提供します。 

２ 当社の提供するサービス範囲

外の内容については、これに回答す

る義務を負いません。 

３ サポートの業務は、当社が定め

る時間内に限り、これを提供します。 

４ サポート対応時間内、時間外を

問わず、発生した諸問題や結果につ

いて、また、生じた損害等について

も、当社は何ら責任を負いません。 

 

（ハイリスク利用の制限） 

第 21 条 当社は、本サービスのハ

イリスク活動への適合性について、

明示的または黙示的な保証を明確

に否定します。 

２ 契約者は本サービスを以下の

用途に利用することはできません。 

(1) 人命に関わる用途、医療用途 

(2) 人体、自然環境等に影響を及

ぼす用途、または影響を及ぼ

す可能性のある用途 

(3) 航空、宇宙機器及びナビゲー

ションシステム用途 

(4) 兵器システムあるいは軍事的

用途 

(5) 原子力関連用途 

(6) その他、サービスの中断や停

止、障害等が、即企業活動停

止や社会活動停止に繋がるよ

うな重大な用途 

 

（ログの非公開） 

第 22 条 当社は、法令により開示

が求められた場合等を除き、当社サ

ーバに対するアクセス状況の記録

（以下、「ログ」といいます。）内容

を契約者に開示しません。 

２ 契約者が参照可能とするウェ

ブアクセスログについては、当社の

定めた期間、方法により閲覧するこ

とができますが、その記録内容、時

刻、完全性等、何ら保証をするもの

ではありません。 

 

（IP アドレス） 

第 23 条 当社は、本サービスの提

供に際して、当社が割り当てる権限

を有する IP アドレスを契約者に割

り当てます。但し、共用サーバ等の

サービスプランによっては、他の契

約者と同一の IP アドレスを割り当

てる場合や、IP アドレスの割り当

て自体を行わない場合があります。 

２ 当社は、第１項にて割り当てた

IP アドレスを予告なく変更する場

合があります。このことにより、契

約者に生じた損害等について一切

の責任を負いません。当社は、契約

者が IP アドレスではなくホスト名

によりサービス提供を受けること

を推奨します。 

 

（インターネットへの接続） 

第 24 条 当社は、契約者がその端

末機器等をインターネットに接続

するために必要なサービスは提供

しません。契約者は本サービスの利

用にあたり、インターネットに接続

するための手段を契約者の責任に

おいて用意するものとします。 

 

（上位設備等の障害） 

第 25 条 当社は、本サービスを契

約者に提供するために当社が利用

する上位の電気通信事業者または

その他の事業者の設備、サービスの

障害等により、契約者が本サービス

を適切に利用することができなく

なった場合であっても、これによっ

て契約者に生じた損害等について

一切の責任を負わないものとしま

す。 

 

 

第４章 サービスの中止及びサー

ビスの停止 

 

（サービスの中止） 

第 26 条 当社は、天災、事変、そ

の他の非常事態が発生し、もしくは

発生する虞がある場合、当社の設備

の保守を定期的にもしくは緊急に

行う場合、または障害等やむをえな

いときには、本サービスの全部また

は一部を中止することができるも

のとします。 

２ 本サービスの提供を中止する

ときは、当社は契約者に対し、その

旨とサービス中止の期間を事前に

通知します。ただし、緊急やむを得

ないときはこの限りではありませ

ん。 

３ 緊急時における本サービスの

中止や再開などの状況については、

当該サービスサイト上に公開する

ものとし、個別の連絡や報告等は行

いません。なお、影響が軽微な場合

や複数の契約者に影響しない場合

には、当社の判断により公開方法や

範囲を限定する場合があります。 

 

（サービスの停止） 

第 27 条 当社は、契約者が次の各

号のいずれかに該当するときは、本

サービスの提供を停止または強制

退会（当社が行う利用契約の解除）

をすることができるものとします。 

(1) 利用契約上の債務を履行し

なかったとき 

(2) 第８条（サービスの提供条

件）の規定に違反したとき 

(3) 以下の態様において本サー

ビスを利用したとき 

(ア) 当社あるいは第三

者の名誉、信用、プ

ライバシー等の人

格的利益を侵害す

る行為、またはその

おそれのある行為 



(イ) 当社あるいは第三

者の著作権、その他

の知的財産権を侵

害する行為、または

そのおそれのある

行為 

(ウ) 当社あるいは第三

者の法的保護に値

する一切の利益を

侵害する行為、また

はそのおそれのあ

る行為 

(エ) 犯罪行為あるいは

犯罪行為をそその

かしたり容易にさ

せる行為、またはそ

れらのおそれのあ

る行為 

(オ) 虚偽の情報を意図

的に提供する行為、

あるいはそのおそ

れのある行為 

(カ) 公職選挙法に違反

する行為、またはそ

のおそれのある行

為 

(キ) 当社の本サービス

の提供を妨害する

行為、あるいはその

おそれのある行為 

(ク) 第三者の本サービ

スの利用に支障を

与える方法あるい

は態様において本

サービスを利用す

る行為、あるいはそ

のおそれのある行

為 

(ケ) ID あるいはパスワ

ードを不正に使用

する行為 

(コ) コンピュータウィ

ルス等他人の業務

を妨害するあるい

はそのおそれのあ

るコンピュータ・プ

ログラムを本サー

ビスを利用して使

用したり、第三者に

提供する行為、ある

いはそのおそれの

ある行為 

(サ) 風俗営業等の規制

及び適正化に関す

る法律が規定する

映像送信型性風俗

特殊営業、あるいは

それに類似する行

為 

(シ) 無限連鎖講（ネズミ

講）を開設し、また

はこれを勧誘する

行為 

(ス) その他、他人の法的

利益を侵害したり、

公序良俗に反する

方法あるいは態様

において本サービ

スを利用する行為 

(4) その他、当社が不適切と判

断するとき 

２ 当社は、前項の規定により本サ

ービスの提供を停止するときは、あ

らかじめその理由、提供停止をする

日及び期間を契約者に通知します。

ただし、緊急やむを得ない場合は事

後に通知します。 

 

 

第５章 料 金 等 

 

（料金等） 

第 28 条 本サービスの料金は、当

該サービスサイト上の料金表に記

載します。 

 

（料金等の支払義務） 

第 29 条 契約者は、前条(料金等)

の料金を支払う義務を負います。 

２ 第 27 条（サービスの停止）の

規定により本サービスの提供が停

止された場合であっても本サービ

スの料金の算出については、当該サ

ービスの提供があったものとして

取り扱います。 

３ 第 12 条（契約の成立）の規定

により、当社が契約の承諾を取り消

した場合であっても、当社は利用申

込者に対して契約が成立した場合

と同額の損害金を請求します。損害

金の請求の手続は料金等の請求の

手続と同様とします。 

 

（料金等の計算方法） 

第 30 条 サービス料金については、

以下の各号の場合を除き、毎月、暦

月に従って計算する料金の額とし

ます。 

(1) 利用開始月の料金の額は、当

該月における本サービスを提

供した期間に対応する月額料

金の額と初期料金の合計額と

します。なお、初期料金の一

部もしくは全額については当

社からの請求ではなく、契約

者担当の販売会社からの請求

となる場合があります。 

(2) 契約の解除(契約期間を経過

する前に解除があった場合を

除きます。)の日が暦月の末日

以外の場合であっても、当該

月の料金の額は、当該月の末

日までの月額料金の額としま

す。 

(3) 年間一括払いの場合には、別

に定める年間割引料金を設定

する場合があります。この場

合、契約者は年間一括料金を

前払いすることとします。ま

た当社は、一旦受領した利用

料金は理由の如何にかかわら

ず返金しないものとします。 

２ 契約期間が経過する前に利用

契約が終了したとき、契約期間に対

応する本サービスに係る料金の全

額を、契約解除の日から２週間以内

に一括して支払うものとします。 

 

（料金等の支払方法） 

第 31 条 契約者は、当社が指定す

る期日、方法等を記載した請求書ま

たは口座振替により料金を支払う

ものとします。 

２ 契約者と、金融機関等の間で紛

争が発生した場合は、当該当事者双

方で解決するものとし、当社には一

切の責任がないものとします。 

 

（割増金） 

第 32 条 料金等の支払いを不法に

免れた契約者は、その免れた額に加

え、その免れた額と同額を割増金と

して当社が指定する期日までに支

払うこととします。 

 

（延滞損害金） 

第 33 条 契約者が、料金その他の

債務について支払い期日を経過し

てもなお支払いがない場合、当該契

約者は支払い期日の翌日から支払

いの日の前日までの日数について、

年 14.6%の割合で計算して得た額を、

延滞損害金として当社が指定する

期日までに支払うこととします。 

 

（割増金等の支払方法） 

第 34 条 第 33 条（割増金）及び前

条（延滞損害金）の支払いについて

は、当社が指定する方法により支払

うものとします。 

 

（消費税） 

第 35 条 契約者が当社に対し本サ

ービスに係わる債務を支払う場合

において、消費税法（平成６年法律

第 109 号）及び同法に関する法令の

規定により当該支払いについて消

費税及び地方消費税が賦課される

ものとされているときは、契約者は

当社に対し当該債務を支払う際に、

これに対する消費税及び地方消費

税相当額を併せて支払うものとし

ます。 

 

（端数処理） 

第 36 条 当社は料金その他の計算

において、その計算結果に１円未満

の端数が生じた場合は、その端数を

切り捨てます。 



（集金代行等の委託） 

第 37 条 当社は、本サービスの料

金案内や集金業務等を、集金代行業

務を行う会社へ委託する場合があ

ります。 

 

 

第６章 データ等の取り扱い 

 

（データ等の取り扱い） 

第 38 条 本サービスにおける当社

のサーバのデータが、滅失、毀損、

漏洩、その他本来の利用目的以外に

使用されたとしても、その結果発生

する直接あるいは間接の損害につ

いて、当社はいかなる責任も負わな

いものとします。  

 

（データ等のバックアップ） 

第 39 条 本サービスにおいて、当

社はシステム保安上の理由等によ

り、契約者ディレクトリ内のデータ

等の複写及び保管することがあり

ますが、契約者データの保全を目的

とするものではありません。 

２ 当社は、別に定める場合を除き、

サーバ上に保存されたデータ等に

ついて、その滅失、毀損等に備えた

複製や、復元を行うサービスは提供

しません。 

３ 当社は、契約者がその保有デー

タ等をバックアップしなかったこ

とにより被った損害等について、一

切の責任を負わないものとします。 

４ 契約者は、本サービスが本質的

にデータ等の滅失、改変、破壊等の

危険が内在するものであることを

理解した上で、自らの責任において

定期的にバックアップし、保管管理

するものとします。 

 

 

第７章 契約者情報の保護 

 

（契約者情報の保護と開示） 

第 40 条 当社は、契約者から得た

サービス申し込み情報、またはサー

ビス利用状況等の情報について、サ

ービスの円滑な運営、利用料金の請

求並びに契約者に対するサービス

の向上、利用促進を目的とした調査、

企画等のために利用するものとし、

その他の目的には一切利用しない

ものとします。 

２ 契約者情報の開示については、

本サービスの運営に必要な場合を

除き、第三者に開示しないものとし

ます。但し、次に該当する場合には、

この限りではないものとし、契約者

はこれに同意するものとします。 

(1) 事前に契約者の同意が得られ

た場合 

(2) 法令により開示が求められた

場合 

(3) サービスを提供する目的で、

当社からの委託を受けて業務

を行う会社が情報を必要とす

る場合 

 

 

第８章 損害賠償 

 

（責任の制限） 

第 41 条 当社は本サービスを提供

すべき場合において、当社の責に帰

すべき理由により、契約者に対し本

サービスを提供しなかったときは、

本サービスを利用できないことを

当社が知った時刻から起算して連

続して 72 時間本サービスを利用で

きなかったとき、または１料金月に

合計 120 時間以上本サービスが利

用できなかったときに限り、契約者

からの請求により、その料金月にお

ける料金額を限度として損害の賠

償をします。ただし、契約者が当該

請求をし得ることとなった日から

２か月を経過する日までに当該請

求をしなかったときは、契約者はそ

の権利を失うものとします。 

 

（免責） 

第 42 条 当社は、契約者が本サー

ビスの利用に関して情報等が破損

または滅失したことによる損害、若

しくは契約者が本サービスから得

た情報等に起因して生じた損害等

について、その原因の如何によらず、

一切の賠償の責任を負わないもの

とします。 

 

 

第９章 雑 則 

 

（第三者利用） 

第 43 条 契約者は、本サービスの

一部または全部を第三者に利用さ

せる場合には、自己の責任で利用さ

せるものとし、当該利用に関して、

当社を免責しなければならないも

のとします。 

２ 前項の場合において、契約者は

当該第三者に対して本利用規約を

遵守させなければならず、規約に違

反した場合には、契約者が違反した

ものとみなし、当社は提供停止等の

措置を取ることができるものとし

ます。 

３ 契約者は本サービスを利用さ

せた第三者に対し、当社の免責、当

社への苦情、クレーム等について明

確な措置を行うと共に、第三者より

損害賠償があった場合には、契約者

は一切の折衝、賠償等の責を負うも

のとします。 

 

（利用責任） 

第 44 条 契約者は本サービスの利

用に伴う、事業、業務、またはその

他一切の営利・非営利活動に関して、

もしくは発信、または掲載するコン

テンツ、広告、またはソフトウェア

等、その他一切の発信情報に関して

他者（国内外を問いません。以下同

じとします。）に対して損害を与え

た場合、または他者からクレーム等

が通知された場合は、自己の責任と

費用をもって処理解決するものと

し、当社に何らの迷惑及び損害を与

えないものとします。契約者が本サ

ービスの利用に伴い他者から損害

を受けた場合または他者に対しク

レーム等を通知する場合において

も同様とします。 

２ 契約者がその故意または過失

により当社に損害を被らせた場合、

当社は契約者に対し、当該損害の賠

償を請求することができます。 

 

（準拠法） 

第 45 条 本規約の成立、効力、解

釈及び履行は日本国法に準拠する

ものとします。 

 

（協議事項） 

第 46 条 本規約に定め無き事項が

生じた場合には、本規約の主旨に従

い誠意をもって協議のうえ、解決に

あたるものとします。 

 

（管轄裁判所） 

第 47 条 契約者と当社との間で本

サービスの利用に関連して紛争が

生じた場合は、東京簡易裁判所また

は東京地方裁判所を第一審の専属

的合意管轄裁判所とします。 

 

 

附 則 

 

第１条（発効期日） 

この利用規約は、2004 年 9 月 1 日

より施行します。 

 

第２条（改定） 

・2010 年 1 月 7日 一部改定 施行 

 

 


